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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２７年６月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年１月２５日 ０５時５５分ごろ 

発生場所 大分県臼杵
う す き

市臼杵漁港北北東方沖（三
み

ツ子
つ ご

島南東岸） 

  下ノ江
し た の え

港灯台から真方位０７７°０.８海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３３°０９.７８′ 東経１３１°５０.６０′） 

事故調査の経過 平成２７年１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）を指名した。 

なお、後日、１人の地方事故調査官を新たに指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船  暖栄
はるえい

丸、２.１トン 

 ＯＴ３－６０４５２、個人所有 

 ７.４６ｍ（Lr）×２.３２ｍ×０.６７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、７７.２kＷ、平成３年３月１９日 

  第２９４－２３３１８号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５８年７月２日 

    免許証交付日 平成２４年１２月７日 

                （平成３０年７月１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 中央部及び船尾部船底に破口、機関に濡損 

 事故の経過   本船は、船長が１人で乗り組み、平成２７年１月２５日０５時３５

分ごろ臼杵漁港を出港した。 

船長は、出港時、地霧
じ ぎ り

（地表から２ｍくらいまでの低い層にかかる

霧）模様の霧が濃淡を生じながら海面上を漂っており、視界が悪いと

感じたが、ふだんどおり、臼杵市串ケ鼻付近を目指し、専ら目視で見

張りを行いながら北北東進した。 

  船長は、ＧＰＳプロッターのレンジを、針路設定の目安とする串ケ

鼻が映るよう４～５Ｍに設定し、時折ＧＰＳプロッターの画面を見な

がら、約７ノットの速力で航行中、０５時５５分ごろ、突然、船体に

衝撃を感じた。 
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  船長は、本船が停止して右舷側に４５°程度傾斜していたので、乗

り揚げたことが分かり、船首至近に見えた岩場に避難し、周囲の状況

から、乗り揚げた場所が三ツ子島の南東端付近であることを知り、親

族及び僚船の船長に連絡して救助を依頼し、海上保安庁に事故の発生

を通報した。 

  船長は、来援した親族の船に移乗したが、本船の傾斜が増大し始め

たので、僚船の乗組員の援助を受けて排水ポンプを使用して排水作業

を行うとともに、所属する漁業協同組合が準備したオイルフェンスを

周囲に展張した。 

  本船は、その後、半水没状態となり、２６日午後、クレーン台船で

吊
つ

り揚げられ、陸揚げされた。 
（付図１  事故発生経過概略図  参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気  霧、風向  南、風力  ２、視界  不良 

海象：海上  平穏、潮汐  上げ潮の初期 

２４日の月没時刻：２１時５７分、２５日の日出時刻：０７時１２分 

  大分県中部には、大分地方気象台から、２３日２３時５１分、濃霧

注意報が発表された後、２４日０９時２０分に解除され、２５日０６

時４４分、再度、濃霧注意報が発表された。 

 その他の事項 

 

本船の喫水は、船首約０.９０ｍ、船尾約１.０５ｍであった。 

本船には、レーダーがなかった。 

船長は、平成２６年６月ごろ、本船のＧＰＳプロッターを中古で購

入して使用していたが、本機が危険域への接近警報等を設定できる機

能を有していることを知らなかった。 

船長は、約１０年間、本船での操業を経験していたが、漁業で生計

を立てている状況にはなく、出漁頻度は月間３回程度であった上、そ

のほとんどが日中の出漁であり、夜間航行の経験が乏しかった。 

船長は、出漁する際、三ツ子島に接近する状況となったことがなか

った。 

船長は、本事故後、僚船の船長から、上げ潮時には、本事故発生場

所付近に西向きの潮流が生じる旨を知らされ、同潮流によって圧流さ

れたのではないかと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、視界制限状態の臼杵漁港北北東方沖において、串ケ鼻付近

を目指して北北東進中、船長が、船位の確認を行っていなかったこと

から、三ツ子島に接近する進路で航行していることに気付かず、三ツ

子島南東端付近の浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、臼杵漁港から串ケ鼻付近を目指して航行する際、これまで
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三ツ子島に接近する状況を生じたことがなかったことから、ふだんど

おりに航行すれば、串ケ鼻付近に達するものと思い、船位の確認を行

っていなかったものと考えられる。 

本船は、本事故時、風潮流により、左方に偏位した可能性があると

考えられるが、左方に偏位した状況を明らかにすることができなかっ

た。 

原因  本事故は、夜間、本船が、視界制限状態の臼杵漁港北北東方沖を北

北東進中、船長が、船位の確認を行っていなかったため、三ツ子島に

接近する進路で航行していることに気付かず、三ツ子島南東端付近の

浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・視界制限時に航行する場合、ＧＰＳプロッター等を有効に活用

し、船位の確認を適切に行うこと。 
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付図１  事故発生経過概略図 
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臼杵漁港 
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（平成２７年１月２５日 

 ０５時５５分ごろ発生） 

下ノ江港灯台 

大分県 

臼杵市 


